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海洋立国に関わる基本施策

①排他的経済水域（EEZ）における

-海洋資源の積極的な開発

-外国からの我が国の開発推進への侵害を守る

②海洋産業の振興と国際競争力を強化するため、

海洋産業に関する先端的の研究開発と高度技術、

人材育成・確保等の経営基盤を強化と新たな事業の開拓

現基本計画の評価と現状認識
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現行海洋基本計画レビュー結果、基本法の基本的施策の殆どが

取り組み不十分と評価された。以下には特に低い評価が与えられた。

2012年4月25日海洋基本法戦略研究会資料 （海洋技術フォーラム代表湯原哲夫）



危機の顕在化
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• この５年間、資源の危機、エネルギーの危機、
環境の危機、安全の危機が顕在化し、この危機
の回避と克服における海洋開発の役割が一層
増大した。

• また、海洋資源開発や海洋再生エネルギー
開発で我が国の立ち後れが目立つようになって
きている（欧米、韓・中国）。

2012年4月25日海洋基本法戦略研究会資料 （海洋技術フォーラム代表湯原哲夫）



次期海洋基本計画へ向けて
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• 政治主導による政策目標の設定

• それに沿った省庁横断的な総合的な取り組みと
推進

• 海洋政策の全体戦略の立案を総合海洋政策
本部と参与会議にて立案し、次期基本計画の
骨子にすべき。

①総合海洋政策本部の集中的かつ

総合的な推進機能の発揮

2012年4月25日海洋基本法戦略研究会資料 （海洋技術フォーラム代表湯原哲夫）



次期海洋基本計画へ向けて
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• 海底鉱物資源開発、海洋再生可能エネルギー
開発、メタンハイドレート開発、及び海洋生物
資源開発に関して、政策目標設定から国際
競争力ある、持続可能な成長産業創出に至る
プロセスに沿って、展開する。

②海洋産業政策の戦略的展開

2012年4月25日海洋基本法戦略研究会資料 （海洋技術フォーラム代表湯原哲夫）



海洋新産業創出のステップとその内容・事例
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政策

政策目標と法整備
（海域利用、環境規制）

基盤

①公的研究機関におけるR&D
②実証設備の建設、民間の利用促進
③インフラ整備

産業
競争力

①事業者の創出 （売る人）
-複数のベンチャーの競争・公的資金による長期的融資

②産業技術・製造技術の構築（作る人）
-試作、実海域における実証試験をへて商業化を図る

③市場の形成と全量買取り制度（買う人）

① 輸出産業として国際競争力
（システムー標準—認証、輸出促進支援）

② 途上国でプロジェクト創出(国際連携)

海洋産業に関わる事例
１ ﾉﾙｳｪｰ:北海域の石油・天然ｶﾞｽ産業/８年
２ ｲｷﾞﾘｽ:海洋再生ｴﾈﾙｷﾞｰ産業/８年（進行中）
３ ﾃﾞﾝﾏｰｸ 洋上風力発電事業
４ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ：深海底石油ｶﾞｽ田開発
５ その他：韓国の海洋再生エネルギー事業

米・ｶﾅﾀﾞの海洋再生ｴﾈﾙｷﾞｰ事業
ｲﾝﾄﾞの大規模海洋再生ｴﾈﾙｷﾞｰ利用計画

2012年4月25日海洋基本法戦略研究会資料 （海洋技術フォーラム代表湯原哲夫）



海洋政策の戦略的展開

8

【資源の開発】

・ 10年後と20年後の、海底鉱物資源の自給率目標、再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰ全体に

おける海洋再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰの目指すべき構成比率を、併せて海洋産業
規模や成長率及び雇用創出効果もまた政策目標として掲げる。

・ 法整備は海洋資源や海洋再生エネルギーの買取制度、海域の使用に関わる
措置、融資制度、開発と環境保全等の法整備が必要。

【安全保障】
・ 我が国のEEZ・大陸棚の開発推進を外国による侵害から守る体制を構築する。
これに関する法整備のなかで、EEZ・大陸棚の権利を保全する措置（国際法上
の対抗措置）を実施する旨の規定を設けて、国家の意思を明確にする

政策目標と法整備

2012年4月25日海洋基本法戦略研究会資料 （海洋技術フォーラム代表湯原哲夫）



海洋政策の戦略的展開
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【基盤】
• 海底資源探査による産業ポテンシャルマップ作成を行ってEEZに賦存する
資源量を確認する事が事業の開拓にとって必要不可欠である。産官合同で、
計画的集中的かつ総合的な探査事業によって実施する。同時に、海洋情報
の一元化を進める。

• 商業生産に必要な探査・掘削・生産システムを先端技術も織り込んで開発
する。そのためのパイロットプロジェクトや実海域での実証試験などを公的試験
研究機関の設備で民主導・官支援で実施する（GOCO:Government owned, Contractor operated)。

• 海洋産業に関わる高度な技術開発を大学・研究機関の参加を促して、
人材教育やプロジェクトマネジャ−育成に機会とする。

海洋産業基盤の構築

2012年4月25日海洋基本法戦略研究会資料 （海洋技術フォーラム代表湯原哲夫）



海洋政策の戦略的展開
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• 固定買取制度などによる支援のもとに、産業化
を図る。国際的にも国内的にも産業界の協調と
競争によって政策目標の達成を図る。

• 国際競争力ある発展を目指すプロジェクトの
運営を行う。

商業生産と産業競争力

2012年4月25日海洋基本法戦略研究会資料 （海洋技術フォーラム代表湯原哲夫）



５年後の新しい姿
① 海洋政策の具体的な施策が実行され、海洋国家の意思が国民に周知さ

れる。特にEEZにおける海洋産業が資源・ｴﾈﾙｷﾞｰ・環境問題の危機克服

にとって不可欠である事が理解される。更に、EEZにおける我が国の海洋権

益を守る国家の意思が国民に支持されて、安全保障に関わる国民の意識

が高まる。

② 官民あげてEEZでの資源探査を徹底的に実施した結果、EEZの資源ｴﾈﾙ

ｷﾞｰの産業ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙﾏｯﾌﾟが作成され、国民の財産である推定資源量が

明示される。ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟと技術戦略ﾏｯﾌﾟにより、2020年と30年の資源の自

給率目標が明示される。

③ 実海域でのﾊﾟｲﾛｯﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの実施によって、探査・掘削・生産に関わる

機器開発と実証がなされて、産業技術基盤が構築され、海洋産業の

国際競争力のﾍﾞｰｽとなる。

④ 公設民営体制での海洋事業の開拓がｽﾀｰﾄする。

⑤ 海洋開発と利用を担う人材の育成と研究開発設備の

重点強化がはかられた結果、海洋を目指す若者が増大する。

2012年4月25日海洋基本法戦略研究会資料 （海洋技術フォーラム代表湯原哲夫）
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世界の海洋産業
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世界の海洋資源開発市場

Source: The Ocean Economy in 2030 by OECD

2010年 170兆円 2030年 340兆円

Value added of ocean-based industries
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2010-2030年の増加率

Source: The Ocean Economy in 2030 by OECD
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2010-2030年の増加率

Source: The Ocean Economy in 2030 by OECD

このレポートには海底鉱物資源や
メタンハイドレートは含まれていな
いが、洋上風力発電のように伸び
る産業であることは間違いない。

15



FMC Technology社の海底工場構想

• 安全：危険なところで人は働かない（ロボット、通信）

• 経済性：コスト最小化（自動化、自律化）

• 環境：環境と調和した開発（ビックデータ）

Society 5.0の動きと同じ方向

世界の海洋産業が目指すICT利用

Source : Subsea world news
<http://subseaworldnews.com/2014/04/30/subse
a-reinforces-aker-solutions-strong-market-
position/>

NTNUのCOE
- Centre for Autonomous Marine Operations and Systems-

http://www.ntnu.edu/amos

16



我が国の海洋産業振興・創出における課題

①強力なドライビングフォースとな
るオペレータの不在（産）

②EEZ開発プロジェクトにおける国
際市場意識の欠如（官）

③基盤海洋技術力向上に対する
意識の欠如（学）

17



強力なドライビングフォースとなる
オペレータの不在

• 海洋産業は大きな市場リスクを伴う
– 開発オペレータ：事業判断＝経済性
– コントラクタ―：技術投資に見合う市場＆実証機会

• 事業オペレータに情報が集積
– 事業オペレータ：長い経験の中から全ての情報を把握
– コントラクタ―：事業オペレーターから情報を取得

• 石油価格低迷期にも技術開発
– コストダウン（無人化・効率化）のための技術開発
– 新しい事業に向けた取り組み

• 我が国では
– 海外オペレータからの情報は限定的
– 現状は官需頼み
– 新たな事業オペレータへの期待

18



EEZ開発プロジェクトにおける
国際市場意識の欠如

• 長期の開発ターゲット
– 海洋再生エネルギーのコスト目標

– 資源・エネルギーの国際市場参入への展望

• 我が国EEZの国際市場としての評価
– メタンハイドレートのGas生産事業としての展望

– 海底熱水鉱床の鉱山としての開発価値の評価

• 大規模石油・ガス開発が行われていない我が国EEZは条
件の良い海域では無い→初めから条件の良い海域への
国際展開も視野に

19



基盤海洋技術力向上に対する
意識の欠如

• 国内外技術の整理・レベル確認が出来ていない

–海外目線の厳しい評価と国際標準化

–我が国コアコンピタンスは何か

–どの海外技術を導入すべきか

• オープンイノベーションも困難な現状

海洋開発利用システムの基盤分野

海洋科学の基盤分野

海洋センシングの基盤分野

海洋環境の基盤分野

• 浮体、位置保持、ライザー設計
• 海洋オペレーション
• ROV、AUV、海中機器

• 波、風、流れの物理
• 予測、予報技術
• 氷海域などのフロンティア領域

• 衛星データの活用
• 水中音響技術
• 海中センシング

• 環境影響評価
• 環境対策技術
• 海洋生物 20



第三期海洋基本計画への提言
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海洋安全保障、海洋権益保全と海洋産業

➢我が国の安全及び領海、EEZ の権益を危うくす
る状況が進行する中、海洋安全保障及び海洋権
益保全のための法整備と執行体制の強化は喫緊
の課題である。このための取り組みを早急に進
める必要がある。MDAは海洋権益を守るための情
報把握に効果的であり、安全保障情報について
より活用方策を図るべきである。

➢ 一方、海洋権益保全のためには、他国の干渉
を許さない、海洋権益を利用した官民一体と
なった活動の振興が必須であり、海洋権益保全
の取り組みの強化と協調した政策展開が必要で
ある。
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海洋新産業政策のレビューと戦略的展開

➢海底鉱物資源開発、海洋再生可能エネル
ギー、メタンハイドレート開発などについて、
政策目標、技術・産業基盤の構築、新産業創
出のための産業支援策について、これまでの
取り組みを、国際競争力を有するものとなりう
るかという世界標準の評価基準に基づいてレ
ビューし、改めて基本計画を定める。
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石油・ガス

➢ 周辺に開発の場がなく、開発・生産の動向・技術に
関する最新国際的オペレータ情報が不足している。
一方、日本の強みである材料、IT、ものづくりの高
度技術を世界の海洋産業ニーズとマッチングをとる
ための情報交換の場作りを積極的に支援する。
✓日本企業とサブシーUK等の海外協会・業界団体との情報交
換等の取り組みを様々な分野で展開する。「海洋資源技術プ
ラットフォーム」の活用を行うべき。

✓日本の強みを発揮できる分野と国際市場での実績を有する
外国企業との連携、M&A等に対する政策、金融等の支援を
行う。

✓ メタンハイドレート開発等国の主導するEEZの海洋プロジェクト
は、日本企業が経験、技術の蓄積を行うことのできる貴重な
実践フィールドである。これを我が国企業の「修行の場」として
石油・ガスとの共通技術の実績を積むのに利用する方策が必
要である。(入札の資格、仕様、時期等)
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メタンハイドレート
砂層型メタンハイドレート

本年5月に行われた中国の海洋産出試験により砂層型メタン
ハイドレートの開発は国際的な開発競争となっている。
✓ 本年行われた産出試験結果を国際競争力を有するものと
なりうるかという標準により評価し、必要に応じ現計画をレ
ビューし、継続的な海洋産出試験を国家プロジェクトとして
推進しつつ30年代後半の商業化の計画を作成する必要が
ある。

✓ 評価に当たって、国は産出試験で明らかになった問題点、
計画立案上の課題等について明らかにし、それを解決す
るための民間の智恵を糾合することが必要である。

表層型メタンハイドレート
✓ 表層型メタンハイドレートについては、採取・システム技術の検討
を進めた上で開発計画を練り、産業化の道筋を明らかにする必
要がある。
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鉱物資源
熱水鉱床開発

➢ まずは、SIP開発により成果を上げることに全力を挙げ、その成果を基に熱水鉱床

開発の産業化に必要な数千万トン単位の鉱脈探査を実施することが必要である。
また、鉱物資源探査産業の国際市場への展開について道筋を明らかにする。

➢ 29年度に行われる採鉱・揚鉱試験パイロット試験結果を国際競争力を有するもの

となりうるかという標準により評価し、合わせて鉱脈発見の進展を見ながら経済性
分析を行い、産業化に必要な技術目標と達成の工程表を作成する

レアアース泥
28年に発表されたJOGMEC「レアアース堆積物の資源ポテンシャル評価報告書」は、
南鳥島沖にレアアース濃集層に77万トンのレアアース酸化物量の存在を算定した。
また、「水深5000mを超える実海域への応用のためには、スケールアップによる揚泥
試験」の検討を提案している。

✓中国が供給と価格を支配しているレアアースは我が国先端産業に必須の資
源であるが、その国産化を資源政策として位置づけることが必要である。

✓ 5000mを超える実海域での採泥、揚泥技術の開発計画とその実証試験に基

づく経済性分析及び産業化を目指した計画を作成し、開発を推進することが
必要。
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再生可能エネルギー
洋上風力発電

洋上風力発電は、欧州では安価かつ大規模化可能な再生可能エネルギーの本命。既に
浮体式についても10円／kwhが視野に入っている。我が国では港湾区域内の開発利用が

進展しているものの、コストダウンに必要な大規模化のための一般海域の利用、投資環境
の整備等が大きく遅れている。

✓ 国が長期的（10年後）中期的（5年後）発電量目標の設定及び開発推進計画を作
成すべきである。

✓ 開発計画を作成、推進、調整するための、国、発電事業者、サプライチェーン、金
融、保険、の協議体制を整備することが必要である。

✓ 国が中心となり、一般海域の活用が可能となるルールの整備、風況観測等に基づ
くゾーニングとサイト選定、その他発電事業者のリスク低減、投資意欲を喚起する
ための政策を定めるべきである。その際、すでに設置されている装置類の規模を
拡大することにより、具体的でスピード感のある計画を実施すべきである。

✓ 我が国の海域に適した浮体式風力発電技術のコストダウンに関する研究開発を
推進すべきである。

潮流、海流、波力等エネルギー

可能性は大きいが産業化に至る技術開発は進行中であり、欧州では継続的な取り組みに
より技術の蓄積を行っている。

✓ 技術開発への支援制度を継続し、我が国の技術蓄積を継続することが必要である。
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海洋資源開発技術プラットフォームの活用

➢海洋資源エネルギー開発の産業化には本年6月に
発足した「海洋資源開発技術プラットフォー
ム」を最大限活用する。

✓国等が開発プロジェクトの課題、目標等情報
を開発意欲のある民間企業に提供し、活用可
能な民間技術と具体的なプロジェクト進行案
を募る場とする。

✓少数の関係者による提案と国等とのインテン
シブな意見交換の場が必要である。
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海洋人材育成と
海への国民的理解の促進

➢日本財団を中心に海洋開発市場の必要とする
技術とノウハウを持った人材育成プログラムが
取り組まれているが、国、公的機関、大学、産業
界の連携により発展させることが必要である。

➢これら人材育成のためには国民の、海と海洋産
業に対する理解が必須である。学校教育、地域
活動等で、海への理解を深め、海に親しみを感
じさせるための活動を意識的、積極的に取り組
む必要がある。
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検討課題：世界レベルの技術の構築と人材
育成のための「協創型プラットフォーム」

➢ 我が国の海洋産業が国際市場で活躍するためには世界レベルの技術を得
なければならない。そうしなければEEZ開発も海外企業に牛耳られてしまう。

➢ 海外ではオペレータの強力な牽引力により、産官学の連携が実現されてい
る。強力な牽引力の存在しない我が国では、産官学による協創型プラット
フォームの構築により連携の推進・深化を。EEZ開発プロジェクトの活用も。

➢ プラットフォームは、産官学(ニーズ、シーズ)の多様な視点から提案される

多くの研究開発テーマを議論する場を提供し、研究開発結果は国際競争
力を有するかどうかでステージゲート審査をする。同時に産業情報・技術情
報の集積を行う。

➢ 国際的な技術開発競争への参加を最終目標とし、EEZ開発に関連する国内
JIPを足場とする2段階JIP方式を技術開発の実証の仕組みとする。

➢ この仕組みにより、我が国の海洋産業振興・創出における３つの課題を克
服する。
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国際的な技術開発競争
（リアルニーズ）

産官学の議論の場（研究者・技術者による提案）

企業群による選択と集中
少額資金にて立ち上げ，基礎研究，FSを実施

国内JIP(技術実証）

産業界が中心，開発オペ
レータや官庁などの予算

「協創型プラットフォーム」の仕組み

個々では習得困難なニーズおよびシーズ情報を集積した情報

ニーズ情報ニーズ情報
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産官学の議論の場（研究者・技術者による提案）
参加者個々では習得困難なニーズおよびシーズを集積した情報から俯瞰

企業群による選択と集中
少額資金にて立ち上げ，基礎研究，FSを実施

国内JIP(技術実証）

産業界が中心，開発オペ
レータや官庁などの予算

「協創型プラットフォーム」の仕組み

策定したビジョンに基づきテーマを設定し、多数の技術提案を募集

各段階で国際競争力の
有無に基づく評価を実施

基盤海洋技術開発の
長期ビジョン策定など
の参謀機能も果たす

国際的な技術開発競争
（リアルニーズ）
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